
介護保険制度と
介護予防・日常生活支援
総合事業について

令和６年（２０２４年）１月２０日（土）

大阪狭山市 健康福祉部 高齢介護グループ



0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度

153

161

146

162

206

285

473

501

499

430

462

512

517

516

540

445

412

435

399

480

535

473

477

511

487

526

513

532

558

577

332

335

346

353

387

453

433

436

478

480

500

515

536

593

649

407

461

525

575

603

602

538

528

540

520

557

568

565

520

518

351

356

346

377

354

332

324

372

357

380

385

366

406

447

451

285

267

276

295

328

316

323

305

327

337

333

364

386

425

457

169

228

241

241

276

280

263

254

275

259

249

261

266

262

264

2,142 

2,220 

2,315 

2,402 

2,634 

2,803 

2,827 

2,873 

2,987 

2,893 

3,012 

3,099 

3,208 

3,321 

3,456 

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

単位：人

大阪狭山市 介護保険の要介護・要支援認定者数の推移
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大阪狭山市 介護保険 給付費の推移
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＊保険給付費とは保険サービスを利用した人の介護サービス費用から、利用者負担額を除いたものです。

単位：百万円
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大阪狭山市の高齢者人口と要介護認定率
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• 日本の人口は、２００８年（平成１９年）から、減少に転
じている。

• 生産年齢人口（１５歳から６５歳未満）が減少していく。

• 団塊の世代の方が２０２５年（令和７年）に、すべて７５
歳以上になる。

• ２０３５年（令和１７年）には、団塊の世代の方が８５歳
以上になる。

• 団塊のジュニア世代が２０４０年（令和２２年）に６５歳
となる（65歳以上が全人口の３９％に（現在２８％））

• 大阪府の推計では、団塊の世代が全て75歳以上となる2025
年には介護職員が24,420人不足。また、団塊ジュニア世代
が65歳以上となる2040年には67,539人不足する。
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介護保険制度はどうなる！？

介護保険制度の財源は、

国＋大阪府＋大阪狭山市で５０％【＝公費】、

４０歳以上の人の介護保険料で５０％【＝保険料】、

大きくこの【公費】と【保険料】で半分ずつ賄われています。

人口減少・経済成長が見込めないなか、ますます

高齢化が進み、介護保険サービスを利用する人が

増え続けると・・・

介護が必要な時にみんなで支え合う仕組み、介護保険制度が、

社会保障制度としての本来の役割が十分に果たせない制度に・・

少子高齢・人口減少社会という、大きな課題は、国の経済・
社会の存続の危機に直面している。
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○「現役並み所得」、「一定以上所得」の判断基準利用者負担
が２割となる「一定以上所得」の判断基準の見直しについて高
齢者の生活実態や生活への影響等も把握しながら検討を行う

○ケアマネジメントに関する給付の在り方

利用者やケアマネジメントに与える影響、他サービスとの均衡
等を踏まえ包括的に検討し、第10期計画期間の開始までに結
論を得る。

○軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方

現在の総合事業に関する評価・分析等を踏まえ包括的に検討
し、第10期計画期間の開始までに結論を得る。

〇被保険者範囲・受給者範囲

第２号被保険者の対象年齢を引き下げることについて、介護保
険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検討。

介護保険制度の見直 しに 関する意見
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域（具体的には中学
校区）を単位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
  （小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入
所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包
括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、
地域包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は
減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、
地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。
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介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）とは

◎サービスの担い手を専門的な知識

を持つ者（※既存の介護事業所）に

限定せず、市町村が新たに設定する

独自の基準を満たすことで住民等多

様な主体（※NPO・民間企業・ボランティア・いきいき高齢者
など）も参入、サービス提供ができるようになっています。

住民等多様な主体が提供するサ

－ビスにおいては、サービス提

供従事者の専門性やサービス単

価等にも踏み込んだ基準緩和が

行われます。
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【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
23%

2号保険料
27%

【財源構成】

国 38.5%

都道府県
19.25%

市町村
19.25%

1号保険料
23%

予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業
○二次予防事業
○一次予防事業
介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携推進事業

○認知症施策推進事業

（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等）

○生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

予防給付（要支援1～２）

充
実

事業に移行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

＜改正前＞ ＜改正後＞介護保険制度

全市町村で
実施

地域支援事業の全体像

改正前と同様
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◎少子高齢化社会がやってくるのは、以前からわかっ
ていたこと。いまさら・・・・。

◎ボランティアをしてくれる元気な人など見当たら
ず、総合事業という考え方自体が机上の空論。

◎介護をボランティアに任せて大丈夫か。事故が
あったら誰が責任を取るのか。

◎既に地域ではたくさんの仕事をしている。予算削
減のために公的責任を押し付けるのか。
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• 大阪狭山市地域包括ケアシステム推進条例
を令和5 年9 月より施行。

• 地域包括ケアシステム（地域全体が力を合わ
せて見守りや支援を行う「まちぐるみで支援
する仕組み」）を実現するため、役割を定めて

います。

• みんなで力を合わせて、「介護が必要な状態
や認知症になっても、高齢者一人ひとりが社
会を構成する一員として尊重され、いきいきと
暮らせるやさしさのあるまち大阪狭山市」をめ
ざす。
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市の責務

●地域包括ケアシステムの推進に関する施策

を総合的かつ効果的に実施する。

●医療介護等関係者及び市民等に対し、地域

括ケアシステム推進施策を広く周知するとと

もに、相互に連携、協働する。

●自助、互助、共助、公助の考え方における市

の役割を踏まえ、地域づくりを促進するため

、必要な支援を行う。
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市民の皆様にお願いしたいこと

●介護予防及び健康の維持増進に努める。

●地域等における共助に積極的に協力するよ

う努める。

●地域包括ケアシステム推進施策に積極的に

協力するよう努める。

14



• 高齢者福祉、地域福祉、障がい者福祉

福祉とは
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福祉＝しあわせ、幸福

高齢者福祉＝高齢者の方を幸せに

すること。
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幸福への関心の高まり

みなさまにとっての「幸せ」ってなんでし
ょうか？

・ 厚生労働省「人口減少・社会構造の変化の中で、ウェ
ル・ビーイングの向上と生産性向上の好循環、多様な活
躍に向けて」

・住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合
「幸せリーグ」

・内閣府「満足度・生活の質に関する調査報告書～我が国
のWell-beingの動向～」
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（例）

①生きがい ➁仕事 ➂収入

④住環境 ⑤健康 ⑥住みよさ

⑦地域活動・ボランティア活動

⑧関係性（家族、近所、職場、

友人）等

しあわせの指標
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◎地域住民の抱えるちょっとした困りご
とを解決するため、

◎ゴミだし、見守り、買い物の付添など
の活動で支えたり支えられたりする。

◎関係する人達が、幸せや喜び、生きが
いを感じることができる。
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介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

調査対象 要介護認定を受けていない６５歳以上の市民

調査方法 郵送による配布・回収

調査期間 令和５年1月１０日～令和5年１月３１日

調査対象者数 ２，６００人

有効回答数 １，８１０件

有効回答率 ６９．６％

調査内容

（１）あなたのご家族や生活状況について

（２）からだを動かすことについて

（３）食べることについて

（４）毎日の生活について

（５）たすけあいについて

（６）健康について

（７）認知症にかかる相談窓口の把握について

（８）様々な困難な状況の方々について

（９）市やその他の団体が実施する事業について

（10）新型コロナウイルス感染症の影響について

など
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Ｑ．地域活動への参加状況

回答者数 = 1,689 ％

週一回以上活動に参加している

週一回未満活動に参加している

全く活動に参加していない

無回答

42.0

19.3

29.6

9.1

0 20 40 60 80 100

「週一回以上活動に参加している」の割合が42.0％と最も高く、次いで
「全く活動に参加していない」の割合が29.6％、「週一回未満活動に参加
している」の割合が19.3％となっています。

【幸福度別（３区分）】

幸福度別（３区分）にみると、他に比べ、０～３点、４～６点で「全く活

動に参加していない」の割合が高くなっています。

区分

回
答
者
数
（
件
）

週
一
回
以
上
活
動
に
参
加

し
て
い
る

週
一
回
未
満
活
動
に
参
加

し
て
い
る

全
く
活
動
に
参
加
し
て
い

な
い

無
回
答

全 体 1689 42.0 19.3 29.6 9.1 

０～３点 65 20.0 12.3 55.4 12.3 

４～６点 469 38.4 19.0 34.8 7.9 

７～１０点 1111 45.5 19.8 25.9 8.7 21



最後に

できる範囲で、月に一度でもよ
いので、特に高齢者支援につな
がる地域活動やボランティア活
動に参加して、幸せを感じませ
んか。
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